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関係部課に回覧して下さい

事　業　主　各　位

　普通第一種圧力容器取扱作業主任者は、ボイラー及び圧力容器安全規則第62条の定めるところにより、ボイラー技士免許、

特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許（電気事業法・高圧ガス保安法・ガス事業法に定める容器についてのみ）、化学設備

関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習又は、普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了したものでなけれ

ば選任することができないことになっております。

　当協会では愛媛労働局長に登録し、標記の講習を実施します。次のような対象容器を取扱う作業で、その作業主任者として

選任しようとする作業者には必ず受講させられますようご案内申し上げます。

◎ 対象となる容器等の範囲(労働安全衛生法施行令第1条の第5号及び第6条の第17号)

 イ.　蒸気その他の熱媒を受け入れ、又は蒸気を発生させて固体又は液体を加熱する容器で、容器内の圧力が大気圧をこえる

もののうち、その内容積が5㎥をこえる容器。(口又はハに掲げる容器を除く)

該当するものとしては、蒸煮器、ダイゼスター、糖化器、消毒器、精練器、加硫器、熱交換機、ストレージタンク等があります。

 口.　容器内における化学反応、原子核反応その他の反応によって蒸気が発生する容器で、容器内の圧力が大気圧をこえる

もののうち、その内容積が 1㎥をこえる容器。

該当するものとしては、オートクレーブ及び連続反応器、原子力関係容器等があります。

 ハ.　容器内の液体の成分を分離するため、当該液体を加熱し、その蒸気を発生させる容器で、容器内の圧力が大気圧をこえる

もののうち、その内容積が1㎥をこえる容器。

 二.　イからハまでに掲げる容器のほか、大気圧における沸点をこえる温度の液体をその内部に保有する容器で、その内容積が

1㎥をこえる容器。

該当するものとしては、スチームアキュムレーター(蓄熱器)、フラッシュタンク等があります。

以上の容器で化学設備関係の危険物を製造し、若しくは取り扱う業務は除きます。

１．日時・会場・定員等

定 員

   9月  28日（火）   9：00 ～ 17：00

   9月  29日（水）   9：00 ～ 17：00

２．修　 了　 証 全科目を受講し、修了試験に合格した者に修了証を交付します。

３．受 講 料 等

受　講　料　　　  1名     10,500 円 （受講料 10,000 円・消費税 500 円・テキスト代含まず）

　 　 　 　　　　　　2冊       2,000 円 （消費税込み価格）

Ａ （普通）第一種圧力容器取扱作業主任者テキスト    900円（平成18年8月24日　改訂第7版発行）
Ｂ  ボイラー及び圧力容器安全規則　　　　　　　 　1,100円（平成21年2月10日　改訂第6版発行）

４．申 込 要 領　
1）右記申込書に必要事項記入 ４点を揃え、支部へ持参するか、現金書留又は郵便振替で

2）受講料及びテキスト代 お申込みください。入金の確認が済み次第、受講票・領収証を

3）写真１葉　（6ヶ月以内に撮影した上3分身、横24㎜、縦30㎜） 発行し、テキストを送付いたします。
※必ず申込書に貼付してください。 *）写真は、コピー用紙に印刷したものは不可。

4）テキスト送料　400円　（支部へ取りに来る場合は不要） なお、写真の裏面に名前を記入しておいてください。

　（現金書留送付先） 　（郵便振替）

〒790－0067　松山市大手町2丁目7－5　愛媛県印刷会館3Ｆ  口座番号 ：　01630－6－17675
（社）日本ボイラ協会愛媛支部  口座名義 ：　(社)日本ボイラ協会愛媛支部

ＴＥＬ 089－947－0384　　FAX 089-907-9998

５．申 込 期 間　　
 受付時間は9：00～17：00、土・日・祝祭日は休みです。

６．注 意 事 項 （1）電話のみによる申込みは受け付けません。申込書に受講料・テキスト代等を添えて申込の方に限り
     受講票を発行します。
（2）受付後取消しの申出があっても、受講料・テキスト代の返金はいたしません。
（3）申込みには必ず右記の申込書を使用してください。（コピー使用可）
（4）受講票は、受講の際には毎日ご持参ください。

７．個人情報の保護    ご記入された個人情報は、講習等に関連するご案内等にのみ使用し、情報の取扱いに当たっては
　   細心の注意をもって厳重に管理いたします。

平成22年4月1日

日　　時 会　　 　場

 新居浜市繁本町8番65号

 新居浜市市民文化センター
       ４F 大会議室

 1．普通第一種圧力容器の構造に関する知識　   5h
 2．普通第一種圧力容器の取扱いに関する知識　 5h
 3．関 係 法 令　            　　　　　   　 2h
 4．修 了 試 験　　　　　　　　　　　　　 　 1h

普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習のご案内
（ 愛 媛 労 働 局 長 登 録 講 習 ）

(社)日本ボイラ協会愛媛支部

 7月1日より講習開始日10日前まで（但し、定員になり次第締切ります）

５０名

科   目  及　び　時　間

 使用テキスト

〜

※ 会場の講習室は変更になることがありますので、
　　講習当日、会場の案内板でご確認ください。

※郵便振替の場合、受講申込書に写真と振替払込請求書兼受領証
　 を貼付し郵送してください。但し、領収証は発行しませんので、
　 振替払込請求書兼受領証が必要な方は、受領証を貼付しコピー
　 したものに写真を貼付のうえ郵送願います。


